
 

 

平成２９年度 第１回筑後市総合教育会議 次第 

 

 

           日時  平成２９年９月２６日（火）１５時００分 

               場所   筑後市役所東庁舎３階 ３０２会議室 

 

 

1. 開会 

2. 市長あいさつ 

3. 報告事項 

昨年までの協議内容に関する進展状況について 

4. 協議事項 

① 筑後市の子育て支援関連施策について 

② 平成 30年度予算編成に関する調整要望事項について 

③ 青少年健全育成事業について 

④ 日本的な言葉づかい ―大和言葉と方言について─ 

5. 連絡事項 

6. 閉会 
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事業概要 

 

１．事 業 名    「筑後市の偉人伝」 

 

２．事 業 内 容    「筑後市の偉人伝」冊子の作成および印刷 

            ・A５版 ２０ページ フルカラー 

            ・印刷部数 １，０００部 

※市内小学校１３１学級に５冊を配布する予定です。 

この他、市内の公民館、図書館、資料館などの公共施設等で

閲覧ができるようにします。 

 

３．事業費予算    １２５，０００円（印刷製本費） 

 

 

４．偉人伝掲載人物     ①益田素平 

            ②中島安平 

            ③秋津島浪右衛門 

            ④眞木和泉守 

            ⑤日源上人 

            ※詳細は別紙のとおり 

 

 

 

 



№ 校区 対象人物 分野 時代 人物概要

1 二川 益田　素平 農業
江戸末
（1843～
1898）

　筑後市出身の農学者で、当時農家を悩ませていた
稲枯れの解決のため独学で研究を行い、その原因
と、解決策を突き止めた。現在、家があった高江橋の
近くには記念碑、上北島のJA敷地内には胸像が置
かれている。

2 松原 中島　安平 農業 江戸

　江戸時代の久富は水の便が悪かったため、中島安
平は、徳久に井関を設け水を引くことを計画し、藩へ
三度も申し出て許可を得ました。安平は私財をなげ
うって、30年かけてこれを完成させました。久富には
用水神社を建て、彼の遺徳を讃えています。

3 水洗 秋津島浪右衛門 スポーツ
江戸
（1697～
1743）

　現在の津島東出身の江戸時代の名力士。
　19歳の頃に江戸に上がり、昇進を進めて大関とな
り、天下第一と称された。幼少期の逸話が現在も地
元に残っている。

4 水田 真木和泉守 歴史
江戸末
（1813～
1864）

　久留米の水天宮の神職で藩政改革に関与し、藩主
の死と藩政混乱によって神職を解かれ水田の山梔窩
に蟄居を命じられる。その間も多くの青年らを教育
し、勤王運動を起こす。最期は、天王山で自刃した。

5 古川 日源上人 産業 中世

　桃山時代、諸国巡礼の途中に溝口に立ち寄った日
源は、村の荒廃ぶりに心を傷め、故郷から一族を呼
んで、製紙業を始めその技術を広めた。これにより、
この製紙業は九州一円に広まり、現在では「筑後の
手すき和紙」として県指定無形文化財を受けている。

「筑後市の偉人伝」掲載人物候補者一覧
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筑後市の子育て支援関連施策一覧

事業名 事業の狙い 実施内容 担当課

4 1 1 子育て支援拠点施設事業 子育て中の親子の交流等を促進し、地域の子育て支援
機能の充実を図ることで、子育て中の親の孤独感や不
安感を解消する。 

 ①おひさま教室、赤ちゃんひろば等の実施②
フリースペースでの交流の場の提供③子育て
相談④育児や子育てに関する情報の提供⑤
子育てや子育て支援に関する講習等実施 職
員は係長1名、職員2名、非常勤職員4名。フ
リースペースには、子育て支援サポーターを配
置する。 また、事業の実施に当たっては、ファ
ミリーサポート事業・こんにちは赤ちゃん事業、
地域子育てサロン事業と連携し、効果的な事
業を目指す。 事業の運営は、利用者・支援者
などで構成する運営委員会からの助言・提言
を受け、より良い運営を目指す。 

子育て支援課

4 1 1 こんにちは赤ちゃん事業 子育て中の保護者の不安や悩みを解消する。子育て中
の保護者が子育て支援に関する情報を充分に確保す
る。 

　保健師等を任用し、子育て家庭に、生後４か
月を迎えるまでの間に保健師が訪問し、育児
に関する不安や悩みを聴取し、相談を受けると
ともに、子育てに関する情報提供を行う。週４
日実施。 

子育て支援課

4 1 1 地域子育てサロン事業 　身近な場所で、子育て中の親子を中心とした地域住
民が気軽に集う環境を整備して、そこで子育ての相談
や情報交換、趣味の活動等を通して子育てを楽しみ、
仲間づくりを行うことにより育児不安の解消を図る。 

　地域の公民館などを活用し、子育て中の親子
が地域住民と一緒にふれあえる地域子育てサ
ロンの設置を推進する。子育て支援拠点施設
との連携を図る。18年度より各サロンに対し
て、補助金を交付している。補助対象経費の合
計額又は子育てサロン開催回数に5,000円を乗
じて得た額のいずれか低い額。ただし、小学校
区を範囲とする場合は100,000円、行政区を範
囲とする場合は50,000円を上限。  

子育て支援課

4 1 1 子育て応援自動車貸与事業 育児について、近隣に相談する者がいない保護者、育
児疲れや子育てに悩みを持ちながらおひさまハウスを
利用したくても出来ない人が、送迎サービスを利用する
ことで仲間ができ、子育てに対する不安が軽減し、子育
ては楽しいと思うようになる。 

適切な移動手段がない子育て中の保護者及び
子どもを、子育て支援拠点施設（おひさまハウ
ス）に送迎する事業を行う団体に対して、車を
貸与するとともに、運営費補助（1/2上限）を行
う。 

子育て支援課

4 1 2 施設型・地域型保育給付事業 保護者の就労等により、家庭での保育ができない「保育
が必要な児童」の保育を行い、心身の健全育成を図る。
 

・保育所入所（利用調整）及び保育料決定等 ・
入所児童数や年齢に応じて、私立保育園への
委託費及び公立保育所や認定こども園、小規
模保育所等への施設型（地域型保育）給付費
の支払い（国・県負担あり） ・保育料の軽減
（保護者の経済的負担軽減のため、市の保育
料は国の徴収基準より安く設定している。） ・
27年度より事業名称変更「施設型・地域型保育
給付等事務」 

子育て支援課

4 1 2 私立保育所施設整備費助成事業 教育・保育施設の定員増に伴う増築や老朽化した施設
の改築・修繕などの保育所の施設整備に要する費用の
一部を補助することにより、受入可能児童数が増え、ま
た、保育所での安全で安心できる保育環境が確保され
る。 

定員増を伴う増築及び老朽化した施設の大規
模修繕等。 平成26、27年度は輝保育園の増
改築を実施。 平成27、28年度は桜保育所の
増改築を実施。 平成29年度は、椋の実保育
園、松原保育園、和泉幼稚園の増改築を実施
予定。 

子育て支援課

4 1 2 幼稚園就園奨励費補助金 　保護者の経済的負担の軽減により、安心して安定的
に児童を幼稚園に入園させることができる。 

　幼稚園入園を促進し、幼児教育の振興を図
ることを目的として、保育料軽減のための補助
金を、保護者の市民税額に応じて、各幼稚園
に交付する 

子育て支援課

4 1 2 一時預かり補助事業 保護者の育児疲れ解消、急病、断続的勤務等に伴い一
時的な保育を実施する。 

事業を実施した私立保育所や認定こども園、
小規模保育事業者に対し補助金を交付。　 一
般型基準額（年間延べ利用児童数による） 
300人未満：1,473千円 　900人未満：1,580千円
 幼稚園型基準額（委託契約による委託料） 
児童一人あたり日額400円（休日は800円） 

子育て支援課

4 1 2 障害児保育補助事業 障害をもつ児童の保育所等への受入を促進する。 保
育所等における集団保育を通して、障害をもつ児童の
心身の発達への好影響が期待できる。 

事業実施した市内の私立保育園・認定こども
園に補助金を交付する。 対象児童・・保育が
必要で集団保育が可能な障害児で、特別児童
扶養手当の受給対象児童 補助基準額・・
111,000円（1人あたり月額） 

子育て支援課

4 1 2 学童保育事業 仕事などで昼間、保護者が家庭にいない小学校に通う
子どもたちに、遊びや集団生活の場を提供することで、
子どもが健全に育つようになる。また、保護者の仕事と
子育ての両立が出来るようになる。 

・各小学校区の運営委員会に事業を委託して
いる。小学校低学年児童を、平日は、概ね午
後3時から6時（一部、最長7時までの延長保育
あり）まで各学童保育所で指導員が指導してい
る。平成25年4月より市内全小学校区で実施。
 ・平成28年度より、地域運営委員会（4団体）と
社会福祉協議会へ委託。 

子育て支援課

4 1 2 病児一時預かり事業 子どもが病気の際に家庭での保育が困難な場合、子ど
もを一時的に預かることで、保護者の仕事と子育ての両
立が出来るようになる。 

病気の回復期等の児童を専用スペース「ちっこ
ハウス」で預かる事業。利用者は、かかりつけ
医から連絡票を書いてもらい利用する。利用の
際、料金を「ちっこハウス」に支払う。利用料金
は、筑後市民（１日利用2,000円、半日利用
1,000円）、市外居住者で市内に勤務（１日3,000
円、半日1,500円）、市外居住者（１日4,000円、
半日2,000円）。定員６人。筑後市立病院に事
業委託している。 

子育て支援課

4 1 2 障害児保育事業（筑後保育所） 保育が必要な障害児が、個々の発達に応じて、他の児
童とともに保育を受けている。 

障害を持つ児童を健常児と一緒に障害児の発
達に応じた保育を行う。必要に応じて、専門機
関と相談しながら保育を行う。 

子育て支援課

4 1 2 ファミリー・サポート・センター事業 　育児の援助を受けたい市民に対して援助を行う意欲
のある市民が援助活動を行うことにより、子育て中の親
が安心して子育てできる。また援助を行う側も、社会参
加や子育て支援へ貢献することでやりがいを見出すな
どの効果もある。 

　会員同士が子育ての援助活動を行う組織。
依頼会員、提供会員、両方会員で構成される。
利用料のやりとりは会員間で行う。利用料の基
準は、平日・土曜の７時～19時は１時間あたり
500円、それ以外は１時間あたり700円（市が
200円～300円の補助をしているので、依頼会
員の負担は300円～400円）と、食事代などは
実費を支払う。センターの活動は①会員の募
集、登録（随時）　②会員の援助活動の調整
（随時）　③会員に対する講習会の開催（年２
回）　④会員相互の交流会の開催（年１回）⑤
定期的な広報紙の発行（年１回）⑥定例会（提
供会員）（年１２回）。 

子育て支援課

施策番号
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筑後市の子育て支援関連施策一覧

事業名 事業の狙い 実施内容 担当課施策番号

4 1 2 施設型・地域型保育給付等事務 保育所において、保育が必要な児童の保育を おこな
い、その保育に要した経費の一部について、保護者か
ら負担能力（所得）に応じて保育料として徴収する。 

保育に要する費用の一部を、保護者から保育
料として徴収する。 2人以上の入園について
は、2人目は1/2、3人目以降は無料。。また、平
成29年度より、年収360万円未満の世帯かつ
母（父）子世帯、障害児（者）のいる世帯、およ
び市民税非課税世帯は2人目以降無料。（平成
28年度より、年収360万円未満の世帯について
は多子軽減年齢が撤廃となり、小学生以上の
兄弟児についてもカウントする取扱いとなっ
た。） 未納者については、督促状や電話等に
より納付督促を行う。 

子育て支援課

4 1 2 延長保育補助事業 入所児童の保護者の子育てと仕事の両立 延長保育を実施した私立保育園・認定こども
園・小規模保育事業者に補助金を交付。 28年
度も１園を除き、すべての施設が延長保育を実
施したが、補助事業として申請があったのは２
園のみであり、他の園は自主事業としての実
施であった。 国・県補助あり（各1/3）。 保護者
負担額は園ごとに異なる。 

子育て支援課

4 1 2 サザンクス筑後使用料助成事業（保育施設） 市内の私立保育施設における保育事業の充実と福祉
の推進を図る。 

市内の私立保育施設の行事でサザンクス筑後
を使用するとき、年１回に限り、その利用料の
1/2を補助する。（上限は4万円。） 

子育て支援課

4 1 2 延長保育事業（筑後保育所） 通常保育の時間を超えて保育が必要な児童を保育する
ことで、児童の安全が守られるとともに保護者が安心し
て就労できる。 

保護者の申請に基づいて、月曜日から土曜日
までの通常保育以外の時間に保育を行う。午
後6時より軽食を提供する。 利用料：（短時間
保育の場合）7：00～7：59、16：01～18：00＝
100円/1H、（短時間・標準時間共通）18：01～
19：00＝120円/1H 

子育て支援課

4 1 2 幼稚園職員研修等補助金 幼稚園教諭の資質向上を図る。 幼稚園教諭の研修参加に係る費用を40,000円
を限度として補助する。 

子育て支援課

4 1 2 サザンクス筑後使用料助成事業（幼稚園） 市内の幼稚園における幼児教育の充実と福祉の推進
を図る。 

市内の幼稚園の行事でサザンクス筑後を利用
するとき、年1回に限り、その利用料の1/2を補
助する。（上限は４万円。） 

子育て支援課

4 1 2 子育て短期支援事業 短期養育支援が必要な児童、経済的問題等による緊急
一時的な母子への健全な生活の保障と福祉の推進。 

保護者の疾病等により、家庭における養育が
一時的に困難となった等の児童について、短
期的に委託契約を締結している施設に入所措
置をする。 

子育て支援課

4 1 2 休日保育事業 保護者の勤務等により、休日に保育ができない家庭の
乳幼児の保育を行うことにより、保護者が安心して仕事
と家庭を両立できる。 

休日に保育ができない家庭の乳幼児の保育を
行う。実施場所：おひさまハウス。利用料は３歳
未満児2,200円/日、３歳以上児1,800円/日（い
ずれも半日の場合は半額） 

子育て支援課

4 1 2 筑後保育所通常保育事業 ◆入所する児童の最善の利益を考慮し、その福祉を積
極的に増進することに最もふさわしい生活の場を提供
する。 ◆家庭との緊密な連携の下に、利用乳幼児の状
況や発達過程を踏まえ、養護及び教育を一体的に行
う。 ◆家庭や地域等の様々な社会資源との連携を図り
ながら、入所児童の保護者及び地域の子育て家庭に対
する支援等を行う。 

保育標準時間の保育時間　午前7時～午後6
時 保育短時間の保育時間　　午前8時～午後
4時 0歳から2歳児は完全給食、3歳以上児は
副食を提供する。 

子育て支援課

4 1 2 学童保育所整備事業 放課後児童健全育成事業（学童保育所）の待機児童の
解消と基準条例に定める専用区画面積の確保 

○羽犬塚学童保育所第3クラブ創設　（床面積
約130㎡、平成32年3月竣工予定） 

子育て支援課

4 1 3 家庭児童相談事業 　児童や家庭に関する悩みを持つ市民の相談に応じ、
必要があれば他の関係機関と連絡調整を行い、協力し
て対応策を実施していくことで、児童虐待などに発展す
るのを防ぐ。また、関係機関や地域との連携により、児
童虐待や問題のある家庭の早期発見につとめ、その児
童の保護や家庭への適切な支援を行い、改善を図る。 
ひとり親家庭の相談を受け、自立支援を推進する。 

家庭児童相談員（非常勤職員）が、来所相談･
電話相談を受け、相談の内容等により他の関
係機関と協議し対応する。家庭児童相談員と
母子父子自立支援員の兼務となっているた
め、ひとり親の相談も受ける。 

子育て支援課

4 1 3 児童虐待防止事業 児童虐待防止対策には、虐待の発生予防、早期発見・
早期対応から虐待を受けた子どもの自立に至るまでの
総合的な支援が必要である。また、これらの対策が地
域に根づくためには、市民の幅広い理解を深めていくこ
とが不可欠である。この事業を通して、家庭や学校、地
域など社会全般にわたり児童虐待問題に対する関心と
理解を深めてもらう。 

要保護児童対策協議会（子どもを守る地域ネッ
トワーク）を活用して、情報共有や連携により虐
待の早期発見及び防止に努める。 ネットワー
ク構成員の対応能力の強化及び、一般市民へ
の周知のため研修会や講演会などを行う 

子育て支援課

4 1 4 児童扶養手当 ひとり親家庭の生活が安定し、自立することにより、児
童の健全育成が促進される。 

所得に応じた手当額を年３回（４月・８月・１２
月）に支給する。  ※Ｈ23までは、児童扶養手
当事務に事業費合算 

子育て支援課

4 1 4 ひとり親家庭等医療事業 医療費の一部を支給することで、自己負担金の軽減が
受けられ、ひとり親家庭の親及び児童並びに父母のな
い児童の心身の健康の向上に寄与する。 

※本人負担額 　入院外：８００円／月（限度） 
入院　：５００円／日（月７日限度）  ※所得制
限 　児童扶養手当準拠  ※支給方法 　現物
給付 　県　１／２、市　１／２ 

市民課

4 1 4 母子生活支援施設等入所事務 母子家庭の生活の安定とその子供の福祉をはかり、母
子が自立することができる。 

18歳未満の児童がいる母子世帯で、生活上の
問題のため、一般住宅で児童を十分に養育す
ることができない場合に、母子ともに入所がで
きる母子生活支援施設への入退所の手続きと
措置費の支払を行っている。 

子育て支援課

4 1 4 母子自立支援推進事業 自立支援給付金を支給することにより、ひとり親家庭の
父または母が安定した仕事に就くための資格や技能を
習得し、自立できるようになる。 

①自立支援教育訓練給付金：指定する教育訓
練講座を受講したひとり親家庭の父または母
に対し、受講料の6割相当額を支給（上限20万
円） ②高等職業訓練促進給付金：看護師や保
育士などの資格取得のために修業中であるひ
とり親家庭の父または母に対し、修業期間の
全期間（上限3年。平成25年4月から父子家庭
も対象となり、支給期間は上限2年間に改正。
平成28年から上限3年に改正。）市民税非課税
世帯の人は月額10万円（平成24年3月までに
修業開始した人は月額14万1千円）、課税世帯
の人は7万5百円の給付金を支給（2年以上修
業予定に限る。平成28年から修業年限は1年
以上のものに拡充。）また、入学支援修了一時
金は、入学金の一部助成として修了後に市民
税非課税世帯の人は5万円、課税世帯の人は
2万5千円を支給。※ 所得制限あり。 ※ 事業
にかかる費用の負担割合は国3/4、市1/4。 

子育て支援課
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筑後市の子育て支援関連施策一覧

事業名 事業の狙い 実施内容 担当課施策番号

4 1 4 児童扶養手当事務 ひとり親家庭の生活が安定し、自立することにより、児
童の健全育成が促進される。また、児童扶養手当に関
する事務処理が円滑かつ的確におこなわれる。 

随時、請求の認定・資格の消滅を行い、認定者
には証書を発行する。所得に応じた手当額を
年３回（4・8・12）の支給月に受給者に対し手当
を支給し、毎年８月に現況届を受付け、所得等
の審査を行う。  ※Ｈ23までは児童扶養手当
の事業費を合算 

子育て支援課

4 1 4 母子寡婦福祉会補助事業 ひとり親家庭が、孤立することなく安心して生活できる
環境やつながりができる。 

母子家庭の母や父子家庭の父、寡婦の生活
上の問題解決のために、仲間同士が集まり、さ
まざまな活動を行っている母子寡婦福祉会へ
補助金を交付している。 

子育て支援課

4 1 99 児童手当 児童を養育している者に児童手当を支給することによ
り、家庭における生活が安定し、児童が健全に育成され
る。 

法の支給要件に該当する受給資格者に対し、
手当を年３回（６月・１０月・２月）支給する。  
手当１人当たり月額 　３歳未満
15,000円 　３歳以上小学校修了前 　　第１子・
第２子　　　　10,000円 　　第３子以降
15,000円 　中学生　　　　　　　　　10,000円 
特例給付（所得制限以上）　5,000円  ※Ｈ23ま
では、児童手当事務に事業費合算 

子育て支援課

4 1 99 乳幼児医療事業 子どもの医療費をその保護者に助成する。疾病の早期
発見と治療を促進し、もって子どもの保健の向上と福祉
の増進を図ると共に、少子化対策及び子育て支援策と
して、保護者が経済的負担の軽減を受けられるように

 市民課

4 1 99 子ども・子育て支援事業推進事務 子ども・子育て支援法に基づき、教育・保育及び地域子
ども・子育て支援事業の提供体制の確保などを図ること
で、子どもが健やかに育ち、子育てのよろこびを感じら
れるまちになる。 

①子ども・子育て会議の開催 ②子ども・子育
て支援事業計画、進捗状況の調査・審議。  

子育て支援課

3 1 5 地産地消拡大推進事業 地元消費者に地元農産物及び農産物の生産過程、安
全性、地元消費の重要性を知ってもらうことで、地元消
費者によって地元農産物が消費される。 

ＪＡと市の補助金による協議会事業と市の直営
事業としての実施。協議会は、市（農政・商工・
教育・健康）、ＪＡ、消費者団体、食生活改善団
体、ＰＴＡ他関係団体で構成。市直営事業とし
ては、広報募集による農産物収穫体験、地元
農産物を使った料理教室など、消費者による
体験や交流を実施。協議会事業としては、学校
給食におけるでの地元農産物の提供と児童へ
の説明、各種イベントにおける地元農産物のＰ
Ｒ（パンフレットの配付や試食等）。小学校での
お茶の淹れ方教室やお茶摘み体験、おひさま
ハウス利用者による農産物収穫体験など。 

農政課

3 3 4 ホークスファーム連携推進事業 ・ファーム本拠地を核に、HAWKSベースボールパーク筑
後を地域資源として地域活性化に役立てるため、官民
一体となった支援体制を確立し、幅広い分野で球団と
連携した取り組みを推進する必要がある。 ・バスツアー
や野球教室、選手との交流事業を実施し、ファーム本拠
地としてのまちづくりの醸成を図る。 ・筑後市とホークス
で締結した地域包括連携協定に基づき、互いに連携・
協力しながら地域活性化事業に取り組む。 

・若鷹寮に住む選手が市内の学校を訪問し、
子ども達との交流や運動を行い、同じ筑後市
民として選手を身近に感じてもらう。 ・子ども達
の年齢に応じたボールを使った運動などを行
い、友達と一緒に体を動かす楽しさを体験して
もらうため、巡回型の野球教室を実施する。 ・
ファーム公式戦の協賛試合「恋のくに筑後市
デー」を実施し、市の魅力を県内外に発信す
る。 ・ホークス新入団選手と市民との交流の
場として、3月にホークス選手歓迎のつどいを
開催する。 ・ホークス現役選手による野球教
室を実施し、野球の指導を通じて子ども達との
交流を図る。 

ホークスファー
ム連携推進室

4 2 1 食育推進事業 食育を通して、市民が健全な心身を培い、豊かな人間
性を育み、健全で安心して暮らせる温かいまちになる。
 

食育の啓発 食育講演会の開催 食育関連教
室の実施 ちっごの生命をつなぐ食育運動推進
会議の運営 各課、関係団体等取り組みの状
況の進捗状況把握  

健康づくり課

4 2 3 予防接種事業 感染症に対する免疫を持たない者への予防接種を促す
ことで、感染のおそれのある疾病の発生及びまん延を
予防し、公衆衛生の向上及び増進を図る。    

・ヒブ：生後２月～６０月未満 ・小児用肺炎球
菌：生後２月～６０月未満 ・ＢＣＧ：１歳未満 ・
四種混合１期：生後３月～９０月未満 ・麻しん
風しん混合 　１期：生後１２月～２４月未満　 
２期：小学校就学前の１年間　 ・日本脳炎　 
１期：生後６月から９０月未満　 　２期：９歳以
上１３歳未満 　（特例対象者は２０歳未満ま
で） ・子宮頸がん：小学６年生から高校１年生
相　当年齢 ・ジフテリア破傷風混合：１１歳以
上１３歳　未満 ・水痘：生後１２月～３６月未満
 ・インフルエンザ（１０～１２月実施） 　６５歳以
上 ・成人用肺炎球菌：６５歳以上で５歳きざみ
 ・Ｂ型肝炎：１才未満 

健康づくり課

4 2 3 妊婦健康診査事業 妊娠中に定期的に健診を受けることは、安全な分娩と、
健康な子の出生の基礎条件である。そのため、妊婦健
診を１４回公費負担することで経済的負担を軽減し、定
期的受診を促し、妊婦の健康管理の向上を図るととも
に、異常の早期発見に繋がる。 

　母子健康手帳交付時に妊婦健康診査補助券
（１４回分）を配布。 　基本健診（8回） 　基本
健診＋妊娠初期血液検査　（１回） 　基本健診
＋超音波検査（１回） 　基本健診＋貧血検査
（1回） 　基本健診＋ｸﾗﾐｼﾞｱ検査（1回） 　基本
健診＋ＧＢＳ検査（1回） 　基本健診＋超音波
検査＋貧血・血糖検査（1回） 

健康づくり課

4 2 3 乳幼児健康診査事業 乳幼児の各期における発達のチェックと異常の早期発
見及び育児指導を目的とする。また、保護者の不安や
悩みの軽減を図る。 

対　　象：4か月児・10か月児・1歳6か月児・3歳
児とその親 会　　場：保健センター 開催回数：
各月1回 従事者：医師、歯科医師、保健師、助
産師、看護師、歯科衛生士、臨床心理士等 

健康づくり課

4 2 3 妊婦歯科健診事業 妊娠中は、ホルモン分泌の変化により歯周病の増加や
つわり等により口腔のケアが不十分となりむし歯が増え
てしまうことが考えられる。妊娠中に歯科健診を受ける
ことで、むし歯や歯周病の予防、悪化防止を図り、引い
ては早産や低体重児の出生を抑制することに寄与す
る。 

母子健康手帳交付時に妊婦歯科健診補助券
（１回分）を交付する。 対象者は指定医療機関
を受診し、歯科健診を受ける。 自己負担金：無
料 

健康づくり課

4 2 3 つくしんぼ教室 親子遊びや、個別相談、保護者同士のコミュニケーショ
ンなどを通して、適切な関わり方を学び、子どもの健全
な心身の発達や、保護者の不安や悩みを緩和し、心身
の安定を図る。 

日にち：月２回(第２、４火曜日) 時間：９時３０
分～１１時３０分 場所：保健センター 対象者：
軽度の発達障害があり、支援が必要な子ども
とその保護者、子どもへの関わり方に自信のな
い保護者とその子ども、適切な関わりが不十
分な保護者とその子ども 内容：親子遊び、個
別相談 

健康づくり課

4 2 3 おっぱい教室 母乳の利点や妊娠中・出産後の母乳ケア、乳房トラブ
ルへの対処法について知識を得ることで、乳房や育児
に関する妊産婦の不安や悩みを緩和でき、乳房ケア、
母乳育児が実施できる。 

日程：第３水曜日 時間：１０時～１２時 場所：
保健センター 内容：母乳の利点、妊娠中から
の母乳ケア、母乳の与え方、乳房トラブルへの
対処法等を助産師から学ぶ。 

健康づくり課
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4 2 3 こころほっと相談 健全な子どもの心身の発達のため、子育てに関する不
安や、子どもの心や言葉、行動に関する悩み等の心理
的問題への対応をする。 

日程：原則毎月第2木曜日 時間：9時から12時
まで１組１時間予約制 場所：保健センター 対
象：発達が気になる子どもと保護者、子どもへ
の関わりに自信のない保護者とその子ども、適
切な関わりが不十分な保護者とその子ども、そ
の他希望する保護者者 内容：臨床心理士によ
る個別相談 　　　(発達チェックや育児指導) 

健康づくり課

4 2 3 乳幼児教室 離乳食や歯に関する知識の習得、ベビーマッサージ、
母親同士のコミュニケーションを通して、育児に対する
不安や悩みを緩和する。 

日程：第４月曜日 対象：０歳時（4、6、8、10、
12、2月） 　　　１歳児（5、9、11、1、3月） 
対象年齢なし（7月） 場所：保健センター 内
容： ０歳児：赤ちゃん体操、事故防止・離乳食
の説明。育児相談、身体計測。 １歳児以上：お
やつ、虫歯予防について管理栄養士、歯科衛
生士から説明。育児相談、身体計測。 ※年１
回（７月）救急蘇生法、事故防止について 

健康づくり課

4 2 3 もうすぐパパママ教室 妊娠中の過ごし方や出産についての話、沐浴実習、個
別相談、妊婦同士のコミュニケーションなどを通して、妊
婦の不安や悩みを緩和し、安心して出産を迎えることが
できる。 

日程：第２火曜日（偶数月） 　　  第２日曜日
（奇数月） 時間：９時３０分～１２時 場所：保健
センター 内容：妊娠中の過ごし方やお産の経
過、栄養について、保健師・管理栄養士からの
説明。ビデオ『赤ちゃん、このすばらしき生命』
観賞、沐浴実習、父親の妊婦体験。 

健康づくり課

4 2 3 乳幼児訪問事業 母子の健康の保持及び増進を図る。また、育児に関す
る相談に応じ、保護者の不安や悩みの軽減を図る。 

出生連絡表（母子健康手帳交付時に配布）を
提出された方へ連絡し、必要に応じ訪問してい
る。訪問の際には体重計を持参し、児の成長
発達チェック、保健指導を行う。また、おひさま
ハウス等子育てに関する情報を提供する。 
エジンバラ産後うつ病質問票を実施し、産後う
つの早期発見につなげている。 　  

健康づくり課

4 2 99 出産育児一時金支給事業 条例にその支給額を定め、被保険者の出産の事実によ
り支給し、出産費用の軽減をはかる。 

被保険者が出産した場合、出産育児一時金と
して、40万4千円を支給する。産科医療保障制
度加入の医療機関で分娩した等の場合、1万6
千円を加算する。 

市民課

4 2 99 未熟児養育医療給付事業 未熟児が医療機関で適切な医療を受け、健康を維持す
るための医療費用の負担を軽減する。 

体重2,000g以下での出生や身体機能が未熟な
ままでの出生等、養育のため病院または診療
所に入院することを必要とする未熟児に対し
て、その養育に必要な医療費の給付を行う。所
得による自己負担有。 

市民課

4 4 2 コミュニケーション支援事務 手話を第1言語とする聴覚障害者の社会参加・生活を
営む上でのコミュニケーションの円滑化を図る。 

※手話通訳設置事業 月曜日～金曜日（火曜
日を除く）８：３０～１７：１５福祉事務所に手話
通訳者（嘱託職員）を配置。 ※手話通訳者派
遣事業 上記時間帯以外については、手話通
訳派遣登録者より、通訳を行う。　　聴覚障害
者の依頼に応じ、市役所の各窓口・医療機関・
学校などで手話通訳を行う。利用料は無料。 

福祉課

4 5 1 子どもの学習支援事業 生活保護受給世帯の子どもを含む生活困窮者世帯の
子どもを対象に学習支援を行うことで、子どもの将来の
自立を後押しし、貧困の連鎖の防止を図る。

民間の学習塾に業務委託し、個人の習熟度に
応じて家庭教師方式で実施する。週1回2時間
程度。3人の講師により6人程度を対象に実
施。

福祉課

5 2 3 筑後警察署少年補導員連絡会運営補助事務 筑後警察署少年補導員連絡会が、より効果的な青少年
の非行防止活動や健全育成活動を行えるよう、財政的
な支援を行い組織強化をはかる。 

筑後警察署少年補導員連絡会が行う青少年
の非行防止・健全育成活動に対し、補助金
（161,000円）を交付する。 

福祉課

6 4 1 筑後市防犯協会補助金 地域住民、関係団体及び警察との連携による地域安全
活動、少年非行の防止活動などの自主防犯活動に対
する支援を行うことで治安のよいまちづくりを図ってい
く。 

防犯協会への補助金の交付 【防犯協会の事
業】 ・横断幕などによる啓発事業・薬物使用防
止のための啓発資料の配布・街頭キャンペー
ン・小学生、高齢者に対する防犯講演会・広報
車による広報活動・自転車の防犯登録・夏休
み少年補導 　　・金融機関に対する防犯指導 
・悪質商法防止活動 

地域支援課

6 4 3 交通安全協会補助金 交通安全協会に補助金（定額補助）を交付することで、
交通安全キャンペーンや講習会等の交通安全協会の
活動を支援する。もって、交通事故による市民の死傷者

筑後市交通安全協会の運営費の一部を補助
することにより、同協会の活動（交通道徳の普
及向上、交通安全施設の整備等）を支援する。

地域支援課

6 4 99 筑後市保護司会補助金 犯罪のない安心で明るい社会を築くための受刑者の更
生保護活動と犯罪の予防活動  

学校・警察・地域の諸団体と連携を図り、犯罪・
非行の予防活動 筑後市安全で安心できるま
ちづくり推進協議会活動に積極的に参加 

地域支援課

4／4











各市町のＡＬＴの状況について（Ｈ29年度）

小学校 １１校

中学校
２校

(３校）

小学校
※義務教育
学校含む

１５校

中学校
※義務教育
学校含む

８校
（１０校）

小学校 １１校 市雇用３人
（日本人３名）

中学校
３校

（４校）
１人

小学校 １９校 民間ALT４人

中学校 ６校 民間ALT４人

小学校 ８校
市雇用３人

（日本人２名、外
国人１名）

中学校 ４校 民間ALT１人

小学校 ２０校 民間ALT１人

中学校

４校
（９校）
※特別支援学

校含む

民間ALT２人

小学校 ３校

中学校 １校

小学校 ３校
民間ALT１人

市雇用：外国語担
当主事１人

中学校 （1校）

※中学校の派遣校数（　　）の数字は自治体内の公立中学校総数

１名
中学校1校

・県教育事務所のALT１名は、Ｈ29.8月より
活用しており、8月～3月で３回の派遣。
・中学校は、基本的には民間ALT1名+県教育
事務所のALT１名（8月以降）が両方支援。

広川町
５２０万円程度

（小学校１名分）

１名
中学校１校

・小学校は、民間のALT+英語担当主事+学級
担任の3人で外国語活動の授業を行ってい
る。
・中学校は、県教育事務所のALT１名による
支援となっている。

大木町
４，２７６，８００円

（小学校・中学校併せて１名分）
民間ALT１人

大川市

４，４７１，０００円

（中学校・幼稚園・適応指導教室
併せて１名分）

・小学校への派遣は１日１０，０００円・
時給１，６６６円で支払いを行っている。
予算としては、１４０万円。

大牟田市 １名につき４００万円程度
３名

中学校５校

・小学校の非常勤特別職員は１日１０，１
００円で支払い。（予算：３，７９２，０
００円）
・中学校のＡＬＴも何日かは小学校へも配
置されている。

柳川市

小：１６，５３６，９６０円
中：１７，０２９，４４０円
（小学校４名、中学校４名の

合計８名分）

・次年度、派遣契約について検討中。

民間ALT６人
２名

中学校2校

みやま市
４，６６５，６００円

（中学校１名分）

１名
中学校1校

・②はへき地（矢部村、星野村の小中学
校）
・スケジュールは業者が組む
・ＡＬＴ１人に付き１７２日
（車所有なしのＡＬＴ１人は４６日）

県教育事務
所のALT

その他

筑後市
３，５８７，３２８円
（小学校・中学校併せて

合計１名分）
民間ALT１人

１名
中学校1校

民間ＡＬＴの委託契約金額 派遣校数 派遣人数

八女市

①１６，４３７，６００円
②　２，１２７，６００円
（小学校・中学校併せて

合計６名）
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平成２９年度 おもな青少年健全育成関係事業 

 

○青少年友愛事業 

 

【目的】子どもたちに自然体験や野外炊飯などを経験させることによって、ま

た、団体生活のルールや仲間づくりの大切さを学ばせることによって生きるた

めの力や社会性・協調性を養う。さらに、参加した子どもたちが、高校生・大

学生・社会人として成長した時に、今度はボランティア指導者として参加して

くれるような組織体制や仕組みをつくることにより、若年層ボランティアスタ

ッフの育成を図る。 

【事業内容】青少年育成市民会議、ボランティア指導者、教育委員会（社会教

育課）職員で組織する友愛実行委員会に業務委託し、年３回のキャンプ（トレ

ーニングキャンプ・サマーキャンプ・ウインターキャンプ）＜別紙＞を実施。 

 

○青少年社会体験事業（旧少年の船助成事業） 

 

【目的】子どもたちに日々の生活では経験できない様々な社会体験・生活文化

体験を行わせることによって、また、訪問先の人たちとの交流を通して友情や

親睦を深めてもらうことによって社会性・人間性を養う。そして筑後市の良さ

を再認識してもらい、郷土を愛し、住み続けたいと感じる心を育む。 

【事業内容】平成１９年度～２７年度までは青少年育成団体である筑後市船の

会に業務委託し、研修旅行を実施。２８年度は教育委員会の直営事業として大

都市での社会生活等の体験研修を実施。２９年度は、旅行業者への業務委託に

よる仕事体験・民泊を柱に据えた社会体験・生活文化体験研修＜別紙＞を実施

予定。 

 

○中学生ボランティアちっご塾 

 

【目的】地域社会との関わりや体験活動等から遠ざかりがちな中学生を対象に、

ワンランク上の体験活動やボランティア活動を体験してもらうとともに、異な

る学校・学年の交流によって友情を深めてもらうことで、将来の地域社会を支

える人材を育成する。 

【事業内容】ボランティア活動を行っていくために必要な知識や技術を習得す

るための講習や、社会教育関連イベントでのボランティア活動（実地体験）を

実施＜別紙＞。 
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友愛キャンプ実施場所履歴 

 

年 月 トレーニングキャンプ サマーキャンプ ウインターキャンプ 

Ｈ７ 夜須高原少年自然の家 
野田キャンプ場（長崎県加津

佐町） 

瀬の本高原茶の原キャン

プ場（熊本県小国町） 

Ｈ８ 夜須高原少年自然の家 
猿落
さ ろ じ

池自然公園キャンプ場 

上陽町 

瀬の本高原茶の原キャン

プ場（熊本県小国町） 

Ｈ９ 夜須高原少年自然の家 
久木野村教育キャンプ場 

熊本県久木野村 

瀬の本高原茶の原キャン

プ場（熊本県小国町） 

Ｈ１０ 夜須高原少年自然の家 金山キャンプ場（矢部村） 
瀬の本高原茶の原キャン

プ場（熊本県小国町） 

Ｈ１１ 夜須高原少年自然の家 
野田キャンプ場 

（長崎県加津佐町） 

えびの高原キャンプ村 

宮崎県えびの市 

Ｈ１２ 夜須高原少年自然の家 北山ダム（佐賀県富士町） 
服掛松キャンプ場 

熊本県蘇陽町 

Ｈ１３ 夜須高原少年自然の家 
岳間渓谷キャンプ場 

（鹿北町金原） 

瀬の本高原茶の原キャン

プ場（熊本県小国町） 

Ｈ１４（久良木）

（冬から吉田参加） 
夜須高原少年自然の家 石割岳ふもとキャンプ場 風の里（熊本西原） 

Ｈ１５（村田） 

    吉田 
夜須高原少年自然の家 奥日向神キャンプ場 阿蘇カナディアンビレッジ 

Ｈ１６ 〃 夜須高原少年自然の家 北山ダム（佐賀県富士町） えびの高原キャンプ村 

Ｈ１７ 〃 夜須高原少年自然の家 グリーンピア八女 サンビレッジ茜 

Ｈ１８ 〃 夜須高原少年自然の家 茶屋の原（小国）中止 天山（スキー） 

Ｈ１９（日野） 

    吉田 
夜須高原少年自然の家 

瀬の本高原茶の原キャンプ場

（熊本県小国町） 
サンビレッジ茜（スキー） 

Ｈ２０ 〃 サンコア わらべの里（下横山） わらべの里（下横山） 
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Ｈ２１ 〃 石割岳ふもとキャンプ場 
瀬の本高原茶の原キャンプ場

（熊本県小国町） 

九重森林公園スキー場 

（茶の原でテント泊） 

Ｈ２２（渡邊） 

吉田 
玄海少年自然の家 

椿ケ鼻ハイランドパーク 

（大分県日田市） 
サンビレッジ茜（スキー） 

Ｈ２３ 〃 夜須高原少年自然の家 
石割岳ふもとキャンプ場 

（星野村） 

志高湖・城島後楽園 

（別府市） 

Ｈ２４ 〃 湯の前グリーンパレス 五ケ瀬キャンプ場（宮崎県） サンビレッジ茜（スキー） 

Ｈ２５（長瀬） 

    〃 
夜須高原少年自然の家 

椿ケ鼻ハイランドパーク 

（大分県日田市） 
天山（スキー）佐賀 

Ｈ２６（古賀智） 

    吉田 

石割岳ふもとキャンプ場 

（星野村） 
五ケ瀬キャンプ場（宮崎県） 

志高湖・城島後楽園 

（別府市） 

H２７  〃 北山キャンプ場（佐賀市） 
国立諫早青少年自然の家 

（長崎県諫早市） 
サンビレッジ茜（スキー） 

H２８ 〃 
玄海少年自然の家(宗像市)

大島へ 

上津江フィッシングパーク 

（大分県日田市上津江） 

わらべの里研修センター

（旧下横山小学校） 

H２９ 〃 岩屋キャンプ場(東峰村) 
美里ｶﾞｰﾃﾞﾝﾌﾟﾚｲｽ・家族村 

(熊本県美里町)…中止 

美里ｶﾞｰﾃﾞﾝﾌﾟﾚｲｽ・家族村 

(熊本県美里町)予定 

    

    

    

    

    

    

    

 



Administrator
タイプライターテキスト
４

Administrator
長方形
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            「ボランティアって難しそう」と考えているあなた！ボランティアは、やってみると意外に楽しく、

そして身近なものです。 

       教育委員会では、みなさんが社会と触れ合うきっかけを作ろうと、ボランティアちっご塾を開きます。 

       子どもから大人に成長していくあなた、新しい一歩を踏み出してみませんか？ 

 目  的  異なる学年や異なる学校の子どもどうしの交流や、大人との関わりを通して社会性を身に着け、 

未来のリーダーを育てる。 

※すべての事業に参加することが条件ではありませんが、可能な限り参加をお願いします。 

 公共交通機関での移動やサンコア以外での体験活動の場合、費用を負担していただくことがあります。 
 

 参加資格  市内在住の中学生 

            ※今までに参加した子も大歓迎！ 

 この塾では、ボランティアについての講習と、ボランティアの実地体験を並行して行います。 

 講習日程（予定）    

日   程 内   容 日   程 内   容 

５月２８日（日） 開講式（ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ等） 

救命講習会 

１０月 ８日（日） ウォークラリー体験（半日） 

７月１５日（土） ラジオ体操講習会（半日） 

 

１２月１７日（日） 食育お弁当づくり 

外国の事を知ろう！ 

８月２４日（木） 福岡裁判所見学、 

日本赤十字福岡支部見学 
３月１８日（日） 

手作りお弁当を持って、九州オルレ 

（みやま・清水山コース） 

閉講式  ９月 ３日（日） 火熾し・飯盒炊飯体験 

ｳｫｰｸﾗﾘｰ コマ図づくり 

※友愛キャンプは、希望すれば必ず参加できます！ 

 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｷｬﾝﾌﾟ（6/10～6/11）、ｻﾏｰｷｬﾝﾌﾟ（8/5～8/6）、ｳｨﾝﾀｰｷｬﾝﾌﾟ（2/10～2/11）予定 

 ボランティア日程（予定） 

日   程 事  業  名 日   程 事  業  名 

未    定 事業所でのお仕事ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

or 熊本被災地ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ予定 

１月 ７日（日） 成人式 

１０月 ４日（水） 中秋の名月＆星座観測会 １月１３日（土） 子ども会カルタ大会 

１０月１４日（土） 子ども会陸上綱引き大会 ３月１１日（日） ちっごマラソン大会 

１２月 ９日（土） 子ども会子どもの広場   

 

主催：筑後市教育委員会 

申込み・問合せ 

 筑後市教育委員会 社会教育課 担当：古賀 

☎０９４２－６５－７０５６（直通） 

（水） 
１７ ５／ 

受付締切 

17：00 

中学生ボランティアちっご塾 
















